
7月5日 留学生お別れ例会『留学生活の報告』 留学生ラーケ

7月12日 会員卓話『会長・幹事新年度方針』 荒井会長・大山幹事 会長・幹事

2023-24年度　実施予定プログラム
(　2023.07月　～　2023.12月　)

小山北ロータリークラブ

例 会 日 プログラムの内容 担当者 ・ 講演者 担当委員会・役職

8月2日 クラブ協議会『前期総括例会（会計報告）』 会計委員長 会計

7月19日 クラブ協議会『各委員会方針』 各委員長 幹事

7月26日 例会変更『花火大会清掃（7/31月）』

8月23日 クラブフォーラム「会員増強月間」 間中会員 会員増強委員会

9月6日 クラブ協議会『ガバナー補佐訪問』 荒井会長・大山幹事 会長・幹事

8月9日
例会変更『ﾌｧｲﾔｰｻｲﾄﾞ(会員増強･新ｸﾗﾌﾞ結成
推進月間)』

親睦委員会
会員増強委員会

8月16日 特別休会

8月30日 会員卓話

9月27日 基本的教育と識字率向上月間（会員卓話）

10月4日 経済と地球社会の発展月間（会員卓話）

9月13日 クラブ協議会『ガバナー訪問準備』 荒井会長・大山幹事 会長・幹事

9月20日 ガバナー公式訪問 荒井会長・大山幹事 会長・幹事

11月22日 クラブ協議会『地区大会報告』 荒井会長・大山幹事 会長・幹事

10月18日 クラブ協議会『MyRotary登録について』 中村会員 ソーシャルメディア委員会

10月25日 会員卓話

11月29日 会員卓話

12月6日
例会変更
『忘年会 ※日程等未定』

親睦委員会

12月20日 クラブ協議会『前期総括・後期計画』 荒井会長・大山幹事 会長・幹事

12月13日 クラブ協議会『次年度組織編制発表』 荒井会長・大山幹事 会長・幹事

12月27日 特別休会

回

8月 会員増強・新クラブ結成推進月間 後期 5 回

7月 会員増強・新クラブ結成推進月間 ク ラ ブ 協 議 会 … 前期 4

11月 ロータリー財団月間

12月 疾病予防と治療月間

回

10月 ①経済と地球社会の発展月間　②米山月間 後期 0 回

9月 ①基本的教育と識字率向上月間　②ロータリーの友月間 ク ラ ブ フ ォ ー ラ ム … 前期 1

10月11日
例会変更『ﾌｧｲﾔｰｻｲﾄﾞ(会員増強･新ｸﾗﾌﾞ結成
推進月間)』

親睦委員会
会員増強委員会

11月15日 例会変更（11/25 地区大会※予定）

11月8日 特別休会

11月1日 ロータリー財団月間（会員卓話） 鈴木会員 R財団委員会



1月3日 特別休会

1月10日 例会変更『新年会』
親睦委員会
会員増強委員会

2023-24年度　実施予定プログラム
(　2024.01月　～　2024.6月　)

小山北ロータリークラブ

例 会 日 プログラムの内容 担当者 ・ 講演者 担 当 部 員

1月17日 会員卓話

1月31日 クラブ協議会『柔道大会　準備』 ガバナー補佐 会長・幹事

会計

2月21日 例会変更「IM　予定」 荒井会長・大山幹事 会長・幹事

2月28日 例会変更「平美林清掃※日程要確認」 社会奉仕委員会

2月7日
例会変更
「柔道大会2/4(日)予定」

ガバナー補佐 会長・幹事

2月14日 平和と紛争・紛争解決月間（会員卓話）

3月20日 特別休会

3月27日 例会変更「観桜会予定」
親睦委員会
会員増強委員会

3月6日 会員卓話

3月13日 水と衛星月間（会員卓話）

4月17日 クラブ協議会「地区研修協議会　報告」 次年度会長・幹事

4月24日 クラブ協議会「委員会活動報告」 各委員長 幹事

4月3日 母子と健康月間（会員卓話）

4月10日
例会変更『ﾌｧｲﾔｰｻｲﾄﾞ(会員増強･新ｸﾗﾌﾞ結成
推進月間)』

親睦委員会
会員増強委員会

5月15日
例会変更『ﾌｧｲﾔｰｻｲﾄﾞ(会員増強･新ｸﾗﾌﾞ結成
推進月間)』

親睦委員会
会員増強委員会

5月22日 会員卓話

5月1日 特別休会

5月8日 青少年奉仕月間（会員卓話） 青少年奉仕委員長

6月12日 例会変更『感謝会』 親睦委員会

6月19日
クラブ協議会
「次年度クラブ運営方針・ガバナー補佐」

次年度会長・幹事

5月29日 特別休会

6月5日 ロータリー親睦活動月間（会員卓話）

回

1月 職業奉仕月間 ク ラ ブ 協 議 会 … 前期 4

6月26日 クラブ協議会『総括例会』 荒井会長・大山幹事 会長・幹事

5月 青少年奉仕月間

6月 ロータリー親睦活動月間

1月24日 クラブ協議会『上期会計報告』 会計委員長

回

4月 母子と健康月間 後期 0 回

3月 水と衛星月間 ク ラ ブ フ ォ ー ラ ム … 前期 1

回

2月 平和と紛争予防・紛争解決月間 後期 5


